
公益社団法人調布市体育協会 

平成２８年度第３回理事会 議事録 

 

 

１ 開催日時  平成２８年１２月１３日（火）午後６時３０分～午後７時０５分 

 

２ 開催場所  調布市文化会館たづくり１０階「学習室」 

        調布市小島町２丁目３３番地１ 

 

３ 出席者   理事総数 １６名 

出席理事 １５名 

     会長   林 清一 

             副会長  金子日出澄 山口昌之 

             専務理事 折田英文 

常任理事 植松真徳 瀧柳嘉市 秋沢淳雄 

理事   矢幡秀治 新井富一 斎郷秀一 長田克巳 

高橋美智代 八田主税 田辺一男 曽木憲一 

欠席理事 稲山孝樹 

        監事総数 ２名 

出席監事 小山 敦 秋場 豊 

 

４ 議長兼議事録作成者  会長 林 清一 

 

５ 決議事項 

（１）報告事項 

ア 報告第 ７号 第３４回調布市民スポーツまつりについて 

イ 報告第 ８号 第４回東京調布ロードレース２０１６について 

ウ 報告第 ９号 小・中学生バレーボール交流大会について 

エ 報告第１０号 第６１回調布市民駅伝競走大会について 

オ 報告第１１号 リフレッシュ体操スクールについて 

（２）その他連絡事項 

 

６ 議事の経過の要領及びその結果 

定刻会長が議長席に着き開会を宣し、本理事会は定款第３５条の規定に定める過半数を満た

しており、適法に成立した旨を告げ、次の議案の審議に入った。 

 

（１）報告事項 

ア 報告第７号 第３４回調布市民スポーツまつりについて 

事務局より資料に基づき説明がなされ、特に質問等もなく了承を得た。 

 

イ 報告第８号 第４回東京調布ロードレース２０１６について 

事務局より資料に基づき説明を行った。 

[説明・質疑等の要旨] 

理事：表彰式の際に記録を言った方が良いのではないか。 

理事：賞状授与を担当した際に記録を読み上げたが、本人にしか聞こえなかったと思う。 

理事：ハーフ１位がゴールする時など、もう少し盛り上げた方が良かったと感じた。 



議長：二人の理事から言われた事を含めて、次年度は改善を願いたい。 

理事：荷物預かり所の件ですが、次年度に向けて如何でしょうか。 

事務局：施設内のコインロッカーをアナウンスしていますが、次年度に向け検討したい。 

 

 その他、特に質問等もなく了承を得た。 

 

ウ 報告第９号 小・中学生バレーボール交流大会について 

事務局より資料に基づき説明を行った。 

[説明・質疑等の要旨] 

理事：開催要項に撮影承諾とあるが、撮影し掲載しますという記載だけで大丈夫なのか。 

事務局：参加申込書に同意の署名と学校長の確認印を頂いている。 

 

 その他、特に質問等もなく了承を得た。 

 

エ 報告第１０号 第６１回調布市民駅伝競走大会について 

事務局より資料に基づき説明を行った。 

[説明・質疑等の要旨] 

理事：ゲストランナーの小林さんの役割を教えて下さい。 

事務局：経験豊富な方なので、スターター、オープニングイベントの伴走など、多岐にわたり

対応をいただきます。 

 

 その他、特に質問等もなく了承を得た。 

 

オ 報告第１１号 リフッレッシュ体操スクールについて 

事務局より資料に基づき説明を行った。 

[説明・質疑等の要旨] 

理事：非常に倍率も高いようですが、定員６０名のコースに６２名の申込みとなっていますが、

落選された２名は何とかならないものでしょうか。 

事務局：資料にある２名の方は、他のコースに当選されている方です。他のコースに申し込ん

でいない場合は、キャンセル待ちとなります。 

理事：２人くらいなら、参加できないか。 

事務局：各会場の面積から定員を割り出している。少数なら参加させてあげたいという気持ち

もあるが、厳密に行っている。 

理事：プログラムの内容によっては、許容の余地があるのではないか。安全に配慮しながら弾

力性のある対応を願いたい。 

 

 その他、特に質問等もなく了承を得た。 

 

（２）連絡事項 

事務局職員の給与など勤務条件に関する規定等の改正について、事務局職員の給与は調布市

職員と同等のレベルとなっており、調布市職員に適用される内容が変更された場合には、事務

局職員に適用される内容も遅延なく改正している。この１２月に給与に関するもののほか、育

児休業、介護休業に係る案件が１月１日付けで改正されることとなっている。本来であれば理

事の了承を得るところですが、調布市議会の日程の関係からお示しすることができない状況に

ある。つきましては、調布市議会で承認された時点で、会長決裁というかたちで改正すること

に対し了承を願い、出席理事全員の了承を得た。 



次に、本理事会の議事録の署名人は定款第３８条により、林会長、小山監事、秋場監事とす

る旨承認された。 

 

以上、すべての議題について審議を終了し、平成２８年度第３回理事会を閉会した。 


